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「交通安全情報マップ（交通ヒヤリマップ）」の事例
　みなさんは、車を運転中に「ヒヤリ」としたことはありませんか。
　車を長期間運転しているベテランドライバーでも、1度や2度は、経験があると思います。
　交通労働災害防止活動の一つとして、車を運転中に「ヒヤリ」とした場所を地図に示し、他
の運転者に注意を促す「交通ヒヤリマップ」を作成し活用を図る方法があります。
　独自の「交通安全情報マップ（交通ヒヤリマップ）」を作成し、活用してみましょう。

工事現場周辺の情報マップを作成し、ヒヤリハット箇所を加え作成したものです。

自宅から事業場までの通勤マップを
手書きで作成したものです。

通勤ヒヤリマップを
作成しましょう

記号を入れて
わかりやすく
しましょう

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/kotsutaisaku1505.html

※交通労働災害の現状と防止対策につきましては、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」を
参照して下さい。

ストップ・ザ・交通労働災害ストップ・ザ・交通労働災害ストップ・ザ・交通労働災害
～職場からはじめる交通労働災害防止～

厚生労働省北海道労働局・労働基準監督署（支署）
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　平成26年における北海道内での死亡労働災害のうち、交通事故によるものは全産業で約17%
を占めています。
　また、休業4日以上の交通労働災害は、業種別で運輸交通業、建設業、通信業、商業の順に多
く、月別では特に10月が最も多く、そのほか1、2、12月にも多く発生しました。
　交通労働災害は運転する者の責任もありますが、事業主の指揮監督下で行われる運転業務です
から、事業主の責任として各種安全対策を講じることも必要です。
　厚生労働省では交通労働災害を防止するため、睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間等の
管理などを取り入れ、平成20年4月と平成25年5月に「交通労働災害防止のためのガイドライ
ン」を改定しました。
　安全衛生関係法令とともに、このガイドラインに基づく対策が定着し、職場から交通労働災害
がなくなることが望まれます。

死亡交通災害（北海道）
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第7　健康管理

第4　教育の実施等

第5　交通労働災害防止に対する意識の高揚

第第６ 荷主・元請事業者による配慮等

さらに、高速乗合バス及び貸切バス事業者においては、運転者の過労運転を防止する
ため、国土交通省が定めた交替運転者の配置基準を遵守すること。（平成25年追加）
詳しくは国土交通省ホームページ参照
http://www.mlit.go.jp/common/001000380.pdf

　睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理

　乗務開始前の点呼等の実施

　早朝時間帯の走行を可能な限り避けるよう走行計画の作成

1．交通法規、改善基準告示等の遵守、睡眠時間確保の必要性等の事項について雇入れ時及び
日常の教育を実施するとともに、継続的な交通危険予知訓練を行う。

2．各事業場で教育指導、認定試験を行い合格した者に運転業務を認める運転者認定制度を導
入する。

3．マイクロバス等で労働者の送迎を行う場合は、十分な運転技能を有する者に行わせる。
特に他の勤務終了後に運転させる場合には疲労に配慮して他の業務の軽減等を検討する。

1．ポスターの掲示、表彰制度、交通労働災害防止大会の開催等により運転者の交通労働災害
防止に対する意識高揚を図る。

2．警察等からの交通事故発生情報、デジタルタコグラフやドライブレコーダーの記録、ヒヤ
リ・ハット事例等に基づき、「交通安全情報マップ」を作成して職場の全員に示し、交通事
故防止について注意喚起を図る。

1．定期的な健康診断の実施と、その所見に基づいた事後措置を確実に行う。
2．長時間にわたる時間外・休日労働を行った運転者に対し、安衛法に基づ

き面接指導等を行う。

1．急な貨物の増量による過積載運行を防止する。
2．改善基準告示等に違反し安全運行ができない可能性が高い発注を行わな

いようにする。
3．到着時間の遅延が見込まれる場合は改善基準告示等にあった安全運行が

確保されるよう、到着時間の再設定、ルート変更等を実施する。
4．荷積み・荷卸し作業が遅れ出発が遅れた場合、到着時間の再設定を行う

などの適正な走行計画を確保するための措置を講じる。また、荷役作業が
行われるまでの間、貨物車両が荷主の敷地内で待機できるようにする。

第6　荷主・元請事業者による配慮等

交通労働災害防止のためのガイドライン
本リーフレットは、北海道労働局ホームページよりダウンロードができます。
ホーム＞各種法令・制度・手続き＞安全衛生関係＞安全関係＞労働災害防止について＞その他の災害防止

第1　目的

第2　交通労働災害防止のための管理体制等

第3　適正な労働時間等の管理及び走行管理

1．本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令等とあいまって、事業場における交通労働災害防
止のための各実施事項の積極的な推進により、交通労働災害の防止を図ることを目的とする。

2．本ガイドラインの対象とする交通労働災害は、道路上及び事業場構内における自動車等の交
通事故による労働災害とする。

3．労使双方はお互いに協力し、本ガイドラインを指針として、交通労働災害の
防止対策の積極的な推進を図り、交通労働災害の防止に努めるものとする。

1．経営のトップが交通労働災害防止の観点を含めた安全衛生方針、目標の表明を行ったうえで、
計画・実施・評価・改善のサイクルを導入することにより交通労働災害防止対策を推進し定
着させる。

2．交通労働災害防止対策を中心となって実施する者（安全管理者、運行管理者、安全運転管理
者等）を選任し、権限等を定めたうえで労働者に周知する。

3．安全委員会等の組織や朝礼等を利用して、交通労働災害防止活動を実施する。

1．疲労による交通事故を防止するため、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（以下
「改善基準告示」という。）等を遵守し、運転業務従事者の十分な睡眠時間等の確保に配慮
した適正な労働時間及び走行管理等を行う。

2．運転業務従事者の運転業務に関し各種情報から走行経路を決定し、「交通安全情報マップ」
及び具体的な走行計画を作成して適切な指示を行う（個別配送、ハイヤー・タクシー等走
行経路の特定が困難なものについては走行経路は省略できる。）この際、早朝時間帯の走
行を可能な限り避けるように走行計画を作成する。運転業務従事者の走行管理を適切に行
うためタコグラフを使用する。なお、戸別配送、ハイヤー・タクシー等については走行計
画の走行経路の記載、決定を省略できる。

3．運転業務従事者については点呼により、疾病、疲労等により安全な運転をすることができな
いおそれの有無について確認し、睡眠不足が著しい等正常な運転が困難な状態と認められる
者に対しては運転業務に就かせないことを含め必要な措置を実施する。
※乗務開始前24時間で拘束時間13時間を超えた場合には睡眠時間の確認を行う。

4．事前に荷役作業の有無を確認し、運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間を確保する。
5．過積載、偏荷重が生じないように積載するとともに、荷崩れ等の防止の措置を行う。
6．走行の前の車両点検等必要な点検を行い、異常を認めた場合には直ちに補修等を行う。
7．異常気象等の際には必要に応じて、走行の中止、安全な場所での一時待機等適切な指示を与

える。
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